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全体の構成
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　1-1　感染症法改正、予防計画改定、医療措置協定等の締結

　1-2　医療措置協定の対象とする感染症　

　1-3　新興感染症発生時の対応（対応時期の設定）

　1-4　新興感染症発生時の対応（要請の順序）

　1-5　新興感染症発生時の対応のイメージ（病床確保）

　1-6　新興感染症発生時の対応のイメージ（発熱外来）



1-1　感染症法改正、予防計画改定、医療措置協定等の締結

Ⅰ 改正感染症法（令和４年12月改正）

【改正の趣旨】
　新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれが　

　ある感染症の発生及びまん延に備えるため、国または都道府県及び関係機関の連携協力による入院等
　医療及び医療人材並びに感染症対策物資の確保の強化、検査等の体制の強化等の措置を講ずる

・新型コロナ対応を踏まえ感染症法が改正されたことに伴い、県における感染症の発生の予防、まん延
　防止のための施策、医療提供体制の確保等についての基本的考え方を示す県感染症予防計画を改定

• 新興感染症の性状、最新の知見等を踏まえ、医療措置協定締結機関に段階的に対応を要請

Ⅱ 県感染症予防計画の改定（令和5年度中）
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・新興感染症発生時に必要な医療提供体制を確保するため、県は、医療機関と協定を締結する

・協定を締結した医療機関のうち、病床確保を行う医療機関は第一種協定指定医療機関、発熱外来又は

　自宅療養者等への医療提供を行う医療機関は、第二種協定指定医療機関に指定する

Ⅲ 医療措置協定の締結及び指定



1-2　医療措置協定の対象とする感染症
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　新興感染症＝　「新型インフルエンザ等感染症」
　　　　　　　　　　　「指定感染症」
　　　　　　　　　　　「新感染症」

対象とする感染症

⇒これまでの対応の教訓を生かすことができる新型コロナへの対応を念頭におく

⇒新興感染症の発生及びまん延時における、医療提供体制を確保する



1-３　新興感染症発生時の対応（対応時期の設定）

発生早期 流行初期以降
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＜国＞

県の
想定

環衛研検査開始 医療機関・民間検査開始 抗原定性検査キット販売開始

ー 既存抗ウイルス薬適用拡大 ワクチン承認・優先接種開始

国は、新興感染症発生からの対応時期を「発生早期」「流行初期」「流行初期以降」の３段階としている。

本県は、初動対応として重要な「流行初期」を２つの時期に分割し、全４段階で実効性のある対応を目指す。

ステージ１→２→３の移行時期は、県が想定しているワクチン接種開始時期や治療薬承認時期による
　仮設定であり、実際には、ワクチン等の接種開始時期や検査キット販売時期等により変動

ステージ移行時期は、専門家会議、各医療圏域等の意見を聴取し、設定・判断する

ステージ０ ステージ１ ステージ２ ステージ３＜県＞

専門家会議、連携協議会・病院部会開催

流行初期

厚労相の公表 公表１か月後（県暫定） 公表３か月後（国設定・県暫定） 公表6か月後（国設定・県暫定）国内発生



1-４　新興感染症発生時の対応（要請の順序）
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・県は、新興感染症の発生後、感染状況に応じて、医療機関に対し､

　段階的に医療提供体制の確保を要請

・要請の順序は想定であり、感染状況や地域の医療事情に応じ柔軟に対応

発生早期 流行初期以降＜国＞

ステージ０ ステージ１ ステージ２ ステージ３＜県＞

流行初期

厚労相の公表 公表１か月後（県暫定） 公表３か月後（国設定・県暫定） 公表6か月後（国設定・県暫定）国内発生

①感染症指定医療機関

②協定締結公的医療機関等　（流行初期に対応）

④協定締結医療機関
　（流行初期以降に対応）

③協定締結医療機関
　（流行初期に対応）

⑤全ての医療機関

　＝オール静岡で対応

通常医療へ移行

対
応
の
時
期

要
請
の
順
序

県の
想定

環衛研検査開始 医療機関・民間検査開始 抗原定性検査キット販売開始 ー

ー 既存抗ウイルス薬適用拡大 ワクチン承認・優先接種開始 経口治療薬承認・ワクチン一般接種開始



1-5　新興感染症発生時の対応のイメージ（病床確保）
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38

56

72

医療機関数

ステージ０ ステージ１ ステージ２ ステージ３

• 患者数、医療機関の規模、地域の状況に応じて 段階的に要請を行い必要な病床数を確保

• 事前に医療機関と調整の上、要請を実施
• 感染症管理センター、保健所、病院部会等で必要病床数を適宜見直すとともに、要請方法等を検討

②協定締結公的医療機関等（流行初期に対応）
　

③協定締結医療機関（流行初期に対応）　

④協定締結医療機関
（流行初期以降に対応）

①感染症指定医療機関 専門家会議、病院部会等の意見を踏まえ、感染症病床を段階的に準備
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ステージ移行時期、対応医療機関は、
専門家会議、部会、各医療圏域等の
意見を伺い設定・判断

国内発生 厚労相の公表 公表1週間後 公表１か月後（暫定） 公表３か月後（暫定） 公表6か月後（暫定）

専門家会議・
病院部会等開催



1-6　新興感染症発生時の対応のイメージ（発熱外来）
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35

768

933

医療機関数

ステージ０ ステージ１ ステージ２ ステージ３

②協定締結公的医療機関等（流行初期に対応）

③協定締結医療機関（流行初期に対応）

①感染症指定医療機関 専門家会議、各医療圏域等の意見を踏まえ、発熱外来を段階的に開始

• 患者数、医療機関の規模、地域の状況に応じて段階的に発熱外来の実施を要請

• 事前に医療機関と調整の上、要請を実施
• 感染症管理センター、保健所等で必要数を適宜見直すとともに、要請方法等を検討
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　　　　　　　　　　　　④協定締結医療機関
　　　　　　　　　　　　　　（流行初期以降に対応）

専門家会議等開催

国内発生 厚労相の公表 公表1週間後 公表１か月後（暫定） 公表３か月後（暫定） 公表6か月後（暫定）

ステージ移行時期、対応医療機関は、
専門家会議、各医療圏域等の意見を
伺い、設定・判断

　　『流行初期医療確保措置』対象の医療機関（病院・診療所）に、
　　　先行して要請
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対応移行期

・徐々に協定締結医療機関以外の
　医療機関でも外来・入院対応実施
・自宅療養者のうちハイリスク者のみを　　　
　保健所が把握し、健康観察を実施

通常感染症期

原則全医療機関が
外来・入院対応実施

感染者の全数把握を終了
保健所の健康観察も終了

ス
テ
ー
ジ
０

ス
テ
ー
ジ
１

ス
テ
ー
ジ
２

ステージ３
体制を維持しつつ

移行準備

ステージ0（発生早期）

・感染症指定医療機関が
　外来・入院対応実施

ステージ1・2（流行初期）
・流行初期の協定締結医療機関が、外来・入院対応実施

ステージ3（流行初期以降）

・流行初期以降の協定締結医療機関も加わって、
　外来・入院対応実施
・宿泊療養者と自宅療養者が徐々に増加 9

新型コロナの経験を踏まえた想定（イメージ）です。
実際には、新興感染症の感染力、まん延、広がりの速さによって変動することを想定しています。

（参考）次のコロナ型新興感染症　どう経過していつまで指定医療機関で診るかのイメージ


